
福山市立駅家南中学校ＰＴＡ規約（案） 

第 １ 章   名 称 

第１条 本会は福山市立駅家南中学校ＰＴＡという。 

第 ２ 章   事 務 局 

第２条 本会の事務局を駅家南中学校におく。 

第 ３ 章   目 的 及 び 事 業 

第３条 本会は本校生徒の健全な成長と福祉の増進を図り，あわせて，教育環境の整

備充実に協力し，研修により会員相互の教養を高めることを目的とする。 

第４条 本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。 

１．保護者と教職員は一体となり，教育上の諸問題について研修し改善に努める。 

２．学校の教育環境の整備充実を図る。 

３．教職員の教育活動を援助する。 

４．その他，本会の目的達成に必要な事項。 

第 ４ 章   会 員 
第５条 本会の会員は，本校に在籍する生徒の保護者及び本校の教職員とする。 

第 ５ 章   会 計 

第６条 本会の経費は会費，事業収入及び寄付金をもってあてる。 

第７条 本会の会費及び徴収方法は次の通りとする。 

１．会 費  生徒一人につき 月額４００円（教職員も同額とする） 

２．中途転入者は，転入の月より徴収することとする。 

３．徴収方法  所定の金融機関での通帳引き落としにより徴収する。 

第８条 本会の会計年度は４月１日に始まり３月３１日までとする。 

第 ６ 章   機 関 

第９条 本会に次の機関をおく。 

１．総   会 

２．全体役員会 

３．運営役員会 

第 ７ 章   総 会 

第１０条 総会には通常総会と臨時総会とがあり，会長がこれを招集する。 

第１１条 通常総会は年度始めに開催し，次のことを議決する。 

１．役員の承認 

２．事業計画及び予算決算に関すること 

３．規約及び細則の制定改廃 

４．その他重要事項 



第１１条第２項 総会は、会員の2分の1以上の出席をもって成立する。 

ただし、委任状をもって出席にかえることができる。 

第１２条 全会員の３分の１以上の要求があった場合は，会長は臨時総会を招集しなけ

ればならない。 

第１３条 総会の議決は出席者の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところ

による。 

 

第 ８ 章   役 員 及 び 委 員 

第１４条 本会の役員及び委員は次の通りとする。 

１．会 長    １名 

２．副 会 長    ５名（この内１名を筆頭副会長とする） 

３．会計監査    ２名 

４．理 事    若干名（定数は定めない） 

５．会 計    ２名（内１名は駅家南中教頭があたる） 

６．書 記    １名 

７．地域役員    各地域２名（一部地域は１名），指定通学区域以外を一つ

の地域とし，他地域同様に２名 

８．学級役員    各学級６名 

９．役員選考委員  若干名 

第１５条 役員の選出は次の通りとする。 

１．各地域（指定学区域以外も一つの地域とする）より本部役員１名を選出し，

その中より役員選考委員会において会長，副会長を選考し，総会で承認を得

る。 
   また、世帯数の少ない地域において、役員選出が困難な場合は本部役員会に

おいて妥協案を検討し、役員選考委員会へ上程する。 

２．各地域より本部役員１名を選出するにあたっては，本部役員の男性，女性の

人数を考慮し，どちらか一方に偏らないように配慮する。 
３．会計監査は，役員選考委員会において，前年度の役員より選考し，総会で承

認を得る。 

４．理事・会計・書記は，本部役員の中より会長が委嘱する。 

５．学級役員は各学級より６名選出し，学級ごとに教養部１名，厚生部２名，広

報部１名，学年部２名を互選する。但し，その年度の学級数により，各部へ

の振り分け人数を本部役員会にて協議決定し，変更することができる。 

６．学級役員選出にあたって，子が複数在校の場合は，上の子の学級に所属する。

但し，その子で学級役員をすでに経験している場合は，下の子の学級に所属

することとする。 

７．地域役員は各地域より２名（一部地域は１名）選出し，地域部に所属する。

地域役員２名は，地域長１名，副地域長１名とする。１名選出の地域は，地

域長１名とする。 



８．厚生部，地域部は，部員の中より，部長１名，副部長２名を互選する。広報

部，教養部は部長１名，副部長１名を互選する。学年部は各学年において部

長１名，副部長１名を互選する。 

９．本部役員，学級役員，地域役員の選出にあたって，すべての役員を通して原

則一子につき１回とし，選出の際には役員経験者は除外することとする。但

し，特別な事情がある場合はこの限りではない。 

１０．役員選考委員は，本部役員より２名，各地域長，教職員代表３名で構成し，

委員の中より選考委員長１名及び副選考委員長１名を，会長が委嘱するもの

とする。 
第１５条第２項  本会に顧問を置くことができる。 
     顧問の任務及び選出、任期は次の通りとする。 
   １．任務は、会長の諮問に応じ、本部役員の補佐を行う。 
   ２．選出は、本部役員、学級役員とは別に PTA 会員の中から、会長が地域に関

係なく直接委嘱し承諾を得ることとする。 
   ３．任期は１年とする。（状況によって任期を１年延長することが出来る。） 

第１６条 役員の任期は１年間とする。但し，再任は妨げない。また，任期が過ぎても

後任者が決まるまではその任にあたる。 

第１７条 役員の任務は次の通りとする。 

１．会長は本会を代表し，会務を統括する。 

２．副会長は会長を補佐し，会長事故ある時はその職務を代行する。 

３．理事は会長・副会長を補佐し，会の円滑な運営をはかる。 

４．会計は会長の指示により本会の会計事務にたずさわる。 

５．書記は総会及び役員会の議事を記録する。 

６．会計監査は会計全般にわたり監査する。 

第 ９ 章   役 員 会 及 び 委 員 会 

第１８条 役員会の構成及び任務は次の通りとし，会長がこれを招集する。 

１．本部役員会は，会長，副会長，理事，会計，書記，校長，教頭をもって構成

し，ＰＴＡ活動全般の企画運営を推進する。緊急を要する事項については，

協議決定することができる。 

２．運営役員会は，会長，副会長，理事，会計，書記，正副部長，教職員代表を

もって構成し，事業計画等必要事項を協議決定する。 

３．全体役員会は総会につぐ決議機関で，必要に応じて開催する。全役員，教職

員代表をもって構成し，総会の付帯事項等，重要事項を審議決定する。  
第１９条 本会に次の部をおくこととする。 

１．教養部     ３．広報部     ５．地域部 

２．厚生部     ４．学年部 

第２０条 第１９条の部は，正副部長，部員，担当教職員で構成し，任務は次の通りと

する。必要に応じて会長の承認を得て，部会を招集する。 

１．教養部は，会員の研修，啓発，教養活動の推進にあたる。 

２．厚生部は，会員相互の親睦を図り，健康，福祉の推進にあたる。 

３．広報部は，ＰＴＡ新聞の編集発行を通して会員への情報伝達並びに意見交換



の推進にあたる。 

４．学年部は，学年の親睦及び研修を図るため，学級懇談会の司会・運営，並び

に学年行事等の企画・運営にあたる。 

５．地域部は，地域活動の運営と地域における生徒の健全育成の推進にあたる。 

第２１条 役員選考委員会の任務は，次年度の会長，副会長，会計監査を選考し，通常

総会に推薦する。 

第２２条 その他必要な事項は細則によってこれを定める。 

 

＜付  則＞ 

この規約は １９８８年（昭和６３年）５月１９日より施行する 

１９９０年（平成 ２年）５月１５日一部改正 

１９９１年（平成 ３年）５月 ９日一部改正 

１９９５年（平成 ７年）５月１８日一部改正 

２０００年（平成１２年）５月１９日一部改正 

２００１年（平成１３年）５月１８日一部改正 

２００２年（平成１４年）５月１５日一部改正 

２００３年（平成１５年）５月１４日一部改正 

２００４年（平成１６年）５月１１日一部改正 

２００７年（平成１９年）４月２７日一部改正 

２０１３年（平成２５年）４月３０日一部改正 
２０１４年（平成２６年）４月３０日一部改正 

２０１６年（平成２８年）４月１５日一部改正 

２０１９年（令和 元年）５月１０日一部改正 

 

 

福山市立駅家南中学校ＰＴＡ細則（案） 

 

第１条 慶弔規定 

１．会員，生徒が死亡した場合，会長または代表者が弔問，会葬する。 

＜本校生徒死亡の場合＞ 

香料一万円，生花，弔電 

＜保護者の場合＞ 

香料一万円，生花，弔電 

＜教職員（配偶者）の場合＞ 

香料一万円，生花，弔電 

２．その他，特別の場合は会長がこれを定める。 

第２条 部活動援助費について 
１．部活動援助費として生徒一人につき月額１００円を徴収する。 
２．部活動援助費の使途については，別に定めるＰＴＡ部活動援助費についての

確認事項によるものとする。 
 



＜付  則＞ 

この細則は １９８８年（昭和６３年）５月１９日より施行する 

１９９０年（平成 ２年）５月１５日一部改正 

１９９１年（平成 ３年）５月 ９日一部改正 

１９９５年（平成 ７年）５月１８日一部改正 

２０００年（平成１２年）５月１９日一部改正 

２００１年（平成１３年）５月１８日一部改正 

２００２年（平成１４年）５月１５日一部改正 

２００３年（平成１５年）５月１４日一部改正 

２００４年（平成１６年）５月１１日一部改正 

２００７年（平成１９年）４月２７日一部改正 

２０１３年（平成２５年）４月３０日一部改正 
２０１４年（平成２６年）４月３０日一部改正 
２０１９年（令和 元年）５月１０日一部改正 

 

出張旅費規程（案） 
第１条 ＰＴＡの用務のため出張するものに対して，この規程の定めるところにより， 
    申請したＰＴＡの参加者に旅費を支給する。 
第２条 出張は，交通費，宿泊費，参加費とし，別表に定めるところによる。 
第３条 出張は，最も経済的経路及び方法により出張するものとする。 
第４条 旅費は，必要に応じ概算払いを受け，帰着後清算するものとする。 
第５条 出張で支払った経費は，領収書等を添えて，別途清算するものとする。 
第６条 ただし，駅家町，新市町，芦田町，加茂町，御幸町への出張は対象外とする。 
 
附則 
 
この規程は，平成２６年４月３０日から施行する。 
 
別表 

区分  ＰＴＡ会員 

交通費 鉄道，飛行機，船及び自動車

運賃及び交通機関利用料金 実費 

宿泊費  実費（但し限度額 8,000 円 
参加費  実費 

※ 備考 
・ 研修会等への出張は原則，市Ｐ連の貸切バス，公共交通機関を利用するものとする。 
・ 自家用車を使用しなければならない場合は会長の承認を得るものとする。 
・ 自家用車使用の実費は広島県の旅費規程に準じて支給する。（３５円／Ｋｍ） 

 


